
一般社団法人国際介護人材育成事業団 

2023 度 第４回理事会議事録 

日 時：2024 年４月 20 日（土）14 時 05 分〜17 時 
会 場：パルシステム生活協同組合連合会 7 階大会議室と WEB 会議のハイブリッド型   

（理事） 金澤 剛  小沼 正昭  小國 英夫   佐藤 健二 
宮脇 棟次郎  宮本 信  松下 啓子 WEB     菊地 剛 WEB   

 （監事） 石原 温   沖倉 紅児 
オブザーバー: 加藤 儀之 江口 幸一 ティン パ パ ウィン ティダー キィ 

島村 宏 WEB 清田 隆広 WEB  佐々木 ⻯大 WEB 大塚 禎 WEB 
小松 誠 WEB 山崎 健一郎 WEB 外口 忠広 WEB  エティマ WEB 
 

配布書類：第４回理事会議案書（一部差し替えあり） 
 
○招集と定足数 

13 時 30 分、2019 年 3 月入国の 1 期生ティン パ パ ウィンさん（3 月末に、５年間 
の技能実習、特定技能を経て、帰国予定）から、「これからの抱負を語る」トークと質疑
が行われた。 

14 時 05 分、金澤理事⻑より、4 月 12 日、定款 35 条 1 項に基づき、2023 年度第 4 回理
事会を招集したこと、又、現在、理事総数の過半数以上の理事 8 名全員が出席し、定款 37
条 1 項に基づき、本理事会は有効に成立したことが報告された。 

尚、本理事会は、実出席の他、各役員（理事・監事）並びにオブザーバーの職場並びに
自宅をつなぐ WEB 会議システムを用いて実施した。 

次に、金澤理事⻑が議⻑に就き、出席者の⾳声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が
一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっているのを確認し
た。その後、議⻑が開会を宣⾔し、議事に入った。 
 
○特別報告 

金澤理事⻑が、特別報告１「外国⼈介護⼈材の受入れから定着に向けた課題の整理」、同 
報告２「今は、採用から戦力として育成する段階（その 1）」を議案書に基づき、一括して
報告し、円安の進行や後追いの法整備では、国際労働力獲得競争に置いて行かれる強い懸念
と受け入れから定着へ、安定雇用のための課題について、質疑を行った。 
  
○審議事項 
第 1 号議案 正社員（団体）正社員の入社承認の件 
・提案を受けて、下記の正社員（団体）の入社を全員異議なく、賛成、可決した。 



  ☒ 医療法⼈宮田医院（理事⻑ 宮田 信之）：茨城県筑⻄市 
第 2 号議案 2023 年度事業報告、決算報告並びに剰余金処分（案）承認の件 
・議案書に基づき、第 2 号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、

監事による決算監査を受けた上で、6 月の第 11 回定時社員総会に付議することを、全員
異議なく、賛成、可決した。 

第３号議案 2024 年度事業計画並びに予算（案）決定の件 
・議案書に基づき、第 3 議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、下

記の意見をいただいた。その上で、6 月の第 11 回定時社員総会に付議することを、全員
異議なく賛成、可決した。 

 □課題６の常用体制の整備について、1 年をかけて、外国⼈雇用に伴う、職務内容、労働
条件の就業規則、諸規程上の取り扱いを整理し、会員間でも作成事例を共有しながら、
整備していくことを確認した。 

 □課題 7 については、脱退一時金制度の法的な趣旨から、一時金取得と出国・再入国の支
援を切り離して記載すべきあるという、意見をいただいた。 

第４号議案 定款の一部変更の件 
・議案提案に、定款 3 条（目的）の一部変更を加えること確認した後、差し替えた第４議案

の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、６月の定時社員総会にこの議
案を付議することを、全員異議なく、賛成、可決した。 

 主な変更点は、下記の通り。 
□ 第 3 条の事業の目的に、外国語の翻訳及び通訳業務を新たに記載する。 
□ 新たな利用社員を加えた、正社員、利用社員、賛助社員の 3 社員制度に改める。 

第５号議案 入会金及び会費に関する規程の一部変更の件 
・議案書に基づき、第５議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮った。新設する

利用社員の入会金・会費の第 3 条について、下記のように改めて、６月の定時社員総会に
付議することを確認し、全員異議なく、賛成、可決した。 
□ 会費：120,000 円（年） （事業利用⼈数 0 ⼈〜5 ⼈） 

   事業利用⼈数が 6 ⼈を超えた場合は、一⼈につき 24,000 円を上記に加算する 
 又、質疑の中で、期中入社、利用⼈数増減は生じた場合は、月換算の会費徴収とすること

を確認した。 
第 6 号議案 役員（理事・監事）の改選の件 
・提案要旨の理事 菊池 剛を理事 菊地 剛に訂正した上で、第６議案の提案要旨等を説

明させ、質疑の後、議場に諮った。その上で、６月の定時社員総会にこの議案を付議する
ことを、ことを確認し、全員異議なく賛成、可決した。 

 九州ブロックの候補者（２名）の⼈選は、４月同ブロック会議にて推薦を受けることとし
た。 

第 7 号議案 役員（理事）報酬上限額決定の件 



・議案書に基づき、第７議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、６
月の定時社員総会にこの議案を付議することを、全員異議なく賛成、可決した。 

 報酬上限額の見直しについて、引き続き課題とすることを確認した。 
第 8 号議案 第 11 回定時社員総会の開催日時及び場所並びに社員総会の目的である事項決 

定の件 
・議案書に基づき、第 8 議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、全

員異議なく賛成、可決した。（第 11 回定時社員総会は、6 月 22 日（土）13〜14 時、東京
都新宿区のパルシステム連合会 2 階会議室にて開催） 

 予め、予定し、2024 年度第 1 回理事会出席も含めて、周知することを確認した。 
 
○一般報告 
・議案書に基づき、一括して報告、説明させ、質疑を行い、下記のことを確認した。 

□ 事務負担の軽減と迅速化を目的に、各種契約書の電子決裁、請求書のメール送信等に
切り替えていくことを確認した。要望に応えた、紙ベース対応も可。 

□ 登録支援機関の年４回の対面定期面談を、３ブックに分けて、毎月、実施することを
確認した。 

□ 会員の特定技能、技能実習生のパスポート更新申請の支援ルールを確認した。 
□ 1 会員を除く、6 期生の着任と来期の⼈員計画のなかで、第 7 期生の受入れ⼈数の集

約を進めることを確認した。 
□ 3 年目を迎える、4 期生の進路面談を、特定技能への移行に伴う、給与、処遇の改善、

キャリアパスの明示化を念頭に、開始することを確認した。尚、今期は、事業団によ
る、事前説明会は開催せず、特定技能を推奨する基本方針と留意事項を事前にアナン
スすることを確認した。 

□ 外国⼈労働者専用の就業規則を作成することは、労基法 3 条を踏まえると、基本的
に認められない。従来の就業規則に外国⼈労働者が適用するように見直す必要があ
る、との指摘をいただいた。 

 □ 育成就労法セミナーで弁護士より、育成就労法の法案のなかで、育成就労への移行後
において、下記のような注意喚起があったことが報告された。 
育成就労労働者の転籍希望の機構への報告義務化で、報告を失念し、罰金を科せられ
る受け入れ先が多くでるのではないか、との懸念の指摘があった。 

 
その後、議事審議を終了し、17 時に閉会を宣⾔して散会した。 
 

以上 
 


